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避
難
行
動
要
支
援
者
避
難
支
援
制
度

　

東
日
本
大
震
災
で
な
く
な
っ
た
方
の
う

ち
65

歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
６
割
に

の
ぼ
り
、
ま
た
多
く
の
消
防
職
員
・
消
防

団
員
や
民
生
委
員
な
ど
の
支
援
者
も
犠
牲

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
教
訓
か
ら
、
災
害

対
策
基
本
法
で
は
、
平
成
25

年
の
法
改
正

の
際
に
、
災
害
が
発
生
し
そ
う
な
時
に
自

分
の
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
方

で
、
避
難
の
た
め
に
特
に
支
援
が
必
要
な

方
を
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
と
定
義
し

第６回

入間市の避難行動要支援者

避難支援制度

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
避
難
行
動
要
支

援
者
の
情
報
を
予
め
整
備
し
、
共
助
の
中

心
と
な
る
自
主
防
災
会
や
支
援
の
中
核
と

な
る
民
生
委
員
、
消
防
組
織
な
ど
に
提
供

し
て
お
く
こ
と
で
、
支
援
が
必
要
な
方
と

支
援
す
る
方
の
生
命
を
一
人
で
も
多
く
守

る
た
め
の
実
効
性
の
高
い
制
度
を
作
る
こ

と
を
市
町
村
に
求
め
て
い
ま
す
。

対
象
者
へ
の
同
意
の
確
認

　

入
間
市
で
は
、
避
難
行
動
要
支
援
者
と

し
て
別
表
の
と
お
り
対
象
者
を
位
置
付
け

て
い
ま
す
。
そ
し
て
対
象
と
な
る
方
に
、

「
個
人
情
報
を
支
援
者
に
提
供
す
る
こ

と
」
の
同
意
確
認
を
行
い
、
同
意
の
得
ら

れ
た
方
の
名
簿
（
同
意
者
名
簿
）
を
作
成

し
ま
す
。
避
難
行
動
要
支
援
者
の
対
象
と

な
る
方
で
あ
っ
て
も
、
情
報
の
提
供
を
希

望
し
な
い
方
は
、
同
意
し
な
い
こ
と
で
、

名
簿
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

共
助
の
ま
ち
づ
く
り

　

こ
う
し
て
市
が
作
成
し
た
同
意
者
名
簿

は
、
自
主
防
災
会
（
自
治
会
）
に
提
供
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
と
な
る
自
主
防
災
会

（
自
治
会
）
に
避
難
支
援
の
枠
組
み
に
協

力
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
日
頃
の
交
流

や
見
守
り
活
動
を
通
じ
て
、
災
害
発
生
時

に
活
き
る
共
助
の
つ
な
が
り
を
育
ん
で
も

ら
う
た
め
で
す
。

　

発
災
直
後
の
対
応
は
、
自
助
・
共
助
が

中
心
と
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
地
域
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

制 度 の 対 象 者

 ①身体障害者手帳１級または２級の交

 　付を受けている者

 ②療育手帳○ＡまたはＡの交付を受けて

　 いる者

 ③精神障害者保健福祉手帳１級の交付

 　を受けている者

 ④難病の患者に対する医療等に関する

 　法律に基づく医療費助成認定を受け

 　ている難病患者

 ⑤介護保険法に基づく要介護３、４ま

 　たは５の認定を受けている者

 ⑥75歳以上の高齢者のみの世帯の者

 ⑦日本語によるコミュニケーションが

 　困難な在住外国人

 ⑧その他支援を必要とする者


